
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続時精算課税制度の改正 

Ｑ：今年度の税制改正では、相続時精算課

税制度の取扱いが改正されるそうですが、ど

のようになるのですか？                                  

  

Ａ：贈与者の年齢が60歳以上に引き下げら

れ、受贈者の範囲に20歳以上の孫が追加され

ました。 

【解説】 

相続時精算課税制度とは、一定の直系親族

間贈与に認められた贈与の特例で、2,500万円

までの贈与には贈与税がかからず、それを超

える部分の金額に対しては、一律20％の税率

で贈与税がかかるというものです。 

 この制度を活用すると、2,500万円までの

贈与については贈与税がかからず、また、

2,500万円を超える部分があっても、20%とい

う低い税率（通常の贈与は55%(現行は50%))

で計算した税額を納めるだけで済むので、大

きな財産を生前贈与することができるという

メリットがあります。 

今回の改正では、適用要件が次のように緩

和され、使いやすいものとなりました。 

 ①贈与者の年齢 

  65歳以上から60歳以上に引き下げられます。 

 ②受贈者の範囲 

  直系卑属である20歳以上の推定相続人に孫

が追加されます。 

 ③適用 

  この改正は、平成27年１月１日以後の贈与

に適用されます。 
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